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1. 算定基礎届（定時決定）
2．月額変更届（随時改定）
3．賞与届
4．社会保険総合調査
5. 労働保険年度更新 ほか



自己紹介

-1998 ITソリューション事業系会社 勤務
2000 松下社会保険労務士事務所 入所
2013 社会保険労務士登録
2015 松下社会保険労務士事務所 開業
2025 社会保険労務士法人松下事務所 設立



社会保険の対象となる報酬
労働の対象→労働の提供が前提で、その提供は過去でも未来でも時間条件ナシ

標準報酬月額の対象となる報酬 該当しないもの
〇基本給（月給・日給・時給等） 〇恩恵的支給(見舞金等) 〇臨時支給(大入袋)

〇諸手当(家族手当､皆勤手当､通勤手当､残業手当等) 〇実費弁償金（出張旅費,実費在宅手当等）
(労働対象の在宅手当) 〇保険給付金（傷病手当金､労災補償給付等）

〇年４回以上支給の賞与､継続支給の見舞金 〇解雇予告手当、退職金
〇給与上乗せの前払い退職金､奨学金返還金 〇年３回以下の賞与⇒[賞与支払届の提出]

〇短時間労働者への社会適用促進手当(最大2年)
（標準報酬月額10.4万以下かつ、本人負担相当額上限）
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現物支給で報酬に該当するもの 該当しないもの
〇食事､食券､社宅､自社製品､勤務用でない服 〇制服､勤務用作業着､本人負担2/3以上の食事
〇通勤定期券等（月数で割って算出） 〇見舞品等

標準賞与額の対象となる報酬 該当しないもの
賞与(役員賞与含)､ボーナス､期末手当 〇年４回以上の賞与(標準報酬月額の対象)

年末年始手当､夏(冬)季手当､越年手当､もち代 〇結婚祝金､餞別金
勤勉手当､繁忙手当､賞与性一時金(年3回以下) 〇大入袋等

入社祝金､支度金転居費(実費超の額)､
賞与上乗せの前払い退職金､奨学金返還金



報酬かどうか
名称ではなく、実態で判断します

実態で報酬か判断するもの
〇在宅勤務手当・・・労働の対象なら報酬、実費弁償なら報酬外

例/電気料金：業務用使用料
＝1ヶ月電気料金×(業務使用した床面積/自宅床面積)×(その従業員の月在宅日数/当該月の日数)×1/2

〇在宅勤務時の会社までの交通費・・・その日が勤務日なら報酬、在宅日なら実費弁償で報酬外

〇物価手当・・手当として賃金規程で定め、継続するなら報酬、一時的なら報酬外⇒賞与支払届へ
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物価手当や、食事手当といった、従業員の生活の足しになってくれるように（良かれと）
手当を増やす相談が、コロナ禍以降目立ちました。

・賃金規程への反映もですが、「一時的」であれば、“社会情勢を鑑み、金額の変更又は終
了する場合がある”と記載する、又は「一時金」として支給し賞与届を提出する、といった
選択肢を提示して、事業所様のお考えに合う支給方法を検討頂くようにしています。



現物給与 例
生活実態にそくした価額が望ましいため、各々、事業所の所在する地域の価額で計算

●食事手当
（現物給与価額：埼玉県昼食のみ 270円）

＜例1＞月20食､本人1食100円徴収 ・現物額 270円×20食＝5,400円
本人負担2/3以上なら現物給与ナシ（5,400×2/3＝3,600）1日180円
・本人負担額

100円×20食＝2,000円 のとき・・・5,400円×2/3＞2,000円の為、
5,400－2,000=3,400円は現物給与額
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●住宅手当 居住用の室一畳1.65㎡換算 ●居住用ではない室は含めません。
（埼玉県一畳:1，810円）

＜例＞社宅：和室３畳+洋室５畳+居間８畳 計１６畳で
本人より20,000円徴収しているとき

・現物支給額 1,810円×16畳＝28,960円
28,960円－20,000円＝8,960円は現物給与額

・本人負担額≧現物支給額なら、
現物給与から除く（現物給与とみなさない）



算定基礎届
全員の標準報酬を見直す定時決定

●標準報酬月額の決定は
●入社時：取得時

手当モレ、算出誤りがあったら
→取得時報酬訂正（１等級以上異なる時）

●定時決定：算定 → → → →

●随時改定：月額変更
●産前産後休業、育児休業終了時

提出期間 7月1日～7月10日

提出方法 ・電子申請 ・郵送
・管轄の年金事務所へ持参

提出するもの ・被保険者報酬月額算定基礎届（必要に応じ総括表添付）
・被保険者報酬月額変更届
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●届出後 「標準報酬月額決定通知書」が順次届く。 ９月分（10月請求分）より適用
（２年間保存）



算定基礎届
全員の標準報酬を見直す定時決定

●定時決定の対象者 ： 7月1日現在の被保険者および70歳以上被用者

ただし、以下①~④を除く
①６月１日以降に資格取得された方
②６月３０日以前に退職した方
③７月改定の月額変更届を提出する方
④８月または９月随時改定が予定されている旨の申出を行った方※

（※随時改定に該当しないと判明したら、速やかに算定届を提出する）

二つ以上の事業所に
勤務する方

（紙提出のとき）被保険者が主たる事業所として選択した選択事業所の
管轄の事務センターに届出る。

保険料は各勤務先からの報酬を合算して決定した額を、按分。

短時間就労者
（パートタイマー）

・一般フルタイム従業員より短時間勤務
・週の所定労働時間と、1ヶ月の所定労働日数が一般フルタイム従業員と
比べて3/4以上の被保険者

短時間労働者

・上記 3/4未満でも、次の全てを満たす場合
1）週所定労働時間が20時間以上 ・２ヶ月超見込
2）賃金月額8.8万以上（要件変更の可能性）
3）学生でないこと
4）特定適用事業所･任意特定適用事業所又は国･地方公共団体所属事業所

↑（被保険者総数が常時50人超の事業所：R6.10月～）
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忘れないで！



算定基礎届
全員の標準報酬を見直す定時決定

●確認事項と段取り

□ 給与の締切日と支給日 賃金台帳の依頼、勤怠依頼

□ 二以上事業所勤務者チェック 保険料案内見越して早めに

□ 70歳以上被用者 届出モレ注意

□ 取得日 4月支給が満額でないケース

□ フル・パート・短時間労働者の別

□ 産休･育児･介護休業者の休業期間

□ 傷病手当金請求者方の休業期間

□ 労災休業者の休業期間

□ （夏期賞与の有無、支給日） 賞与台帳の依頼

支給日の早い先から
賃金台帳を依頼する

･昇降給あるか確認
･賞与予定確認

賃金台帳手当チェック
･算定基礎届を作成・届出

従前と２等級以上違うとき
･７月改定月額変更届作成
･取得時報酬訂正

退職者､被用者の確認

・二以上者は早めに
・休業者の支給無
・途中入社者の開始月

大
切
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標準報酬月額決定通知が
届いたら
・届モレチェック・台帳
・社会保険料のご案内



算定基礎届の書式
届出の準備

●受託届・・・事業所関係変更届 又は 受託関
係変更届
・３～４月に、年金事務所毎に 受託先の確認有
・５/_日現在の被保険者情報入りの媒体が社労士
へ送付。
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●日本年金機構ホームページ及び電子政府総合窓口e-Govを参照

●オンライン事業所年金情報サービスの利用
・オンライン事業所年金情報サービス（社会保険
労務士の方）｜日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_sharoushi.html
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_sharoushi.html


支払基礎日数と報酬月額の算出
４~６月払いの元となる日数による

●月給制、週給制・・・支払基礎日数＝暦日数
●欠勤控除するとき → 支払基礎日数＝所定労働日数 － 欠勤控除日数

●時給制、日給制・・・支払基礎日数に有休休暇日数、特別休暇日数等を忘れずに！

●支払基礎日数が17日未満の月を除いて合算 ⇒ 17日以上の報酬総額を対象月数で割る。

＊短時間就労者(ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ) ・17日以上の月があるとき→17日以上の月を対象とする。
・17日以上の月がないとき→１5日以上の月を対象とする。

＊短時間労働者 ・支払い基礎日数は、１1日以上の月を対象とする
10



ケース①支払い基礎日数17日以上月を対象
報酬額を算出するとき、１円未満は切り捨てる。 例： （20〆当月25払）
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Q1：夜勤者の支払基礎日数はどう記載しますか？
月給→暦日、日給→出勤回数、時給→総労働時間÷所定労働時間の日数

Q2：締め日が変更になったら？ 基礎日数の超過月は外す。減少月は17日未満は外す。



ケース②短時間就労者(ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ)全て17日未満の例
15、16日以上の月があれば、その月を対象とする
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ケース③短時間労働者の例
11日以上の月の平均で算出する
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ケース④短時間労働者へ区分が変更したとき
その月の被保険者区分に応じた支払い基礎日数で対象となるかを判断する

14
Q：４月の支払基礎日数が「17日」だと、対象ですか？除外しますか？



ケース④の2 区分変更したとき
被保険者区分を変更したら、区分変更届を出す

Ⓐ取得時から「短時間労働者」のとき･･･資格取得届の備考欄「短時間労働者」にチェック

Ⓑ取得後、途中から区分変更したとき･･･ 「区分変更届」の変更後区分「短時間労働者」

Ⓑ 途中で
区分変更するとき

Ⓐ 資格取得時から
「短時間労働者」のとき
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・区分変更は、随時改定の可能性有
・雇用契約書で確認

大
切



ケース⑤一般的な方法で算定できないとき
休業などで日数が足りないとき → 従前の標準報酬で決定
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ケース⑥一般的な方法で算定すると著しく不当になるとき
昇給差額分（または遅配分）を除いた報酬月額の総計から算出する
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⑦ 社会保険適用促進手当を受けているとき
社会保険適用促進手当を除くのは、10.4万以下・本人負担相当額・最大２年間
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●標準報酬月額10.4万、本人負担15,538円（厚年9,516円+健保6,022円）の時

本人負担の社会保険料を超えた手当の場
合は、差額を算定に入れる

Q：昇給で10.4万超えたら？ 月額変更届を出し、算定に社会保険適用促進手当を入れる。



⑦の2 社会保険適用促進手当を受けているとき
昇給して月額変更届後の算定

19



算定届・その他いろいろ
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本来、１ヶ月分として受ける額を受けていないことから、
算定の対象月から除きます。

①賞与が年４回支給されたら

②月の途中で入社したとき

③一時帰休があったとき

④４～６月の報酬が他の月と著しく変動し、年間平均と２等級以上の差が出るとき

前年7月~6月の間の賞与を合計し、月換算し算定に加えま
す。
次年の標準報酬月額に反映されるのは、賃金規程等で
[賞与が年４回]と定められているとき

・7月1日時点で、一時帰休中のとき→３ヵ月すべてを対象
・7月1日時点で、一時帰休が解消しているとき→休業手当を含まない月を対象

事業主の申立てと、被保険者の同意を得て、年間平均で算定できる。



賃金台帳
報酬に該当するか、昇降給の把握ほか

月 毎

一 人 別

・源泉徴収簿は、賃金台帳では
ありません。

・賃金台帳の調製
①氏名
②性別
③計算期間
④労働日数
⑤労働時間数
⑥時間外・休日・深夜労働時間数
⑦基本給や手当種類と額
⑧控除項目と額
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修正があったら、修正後台帳を受取る
●その他手当の中身確認
●通勤手当など、非課税手当が記載されて
いない時は、確認しましょう

大
切



算定練習整理番号 1～３→⑭総計と⑮平均額、４と5→空欄を記入しましょう。
末〆、翌月25日払 、 月所定20日
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5.新座さくら R7.4.10取得、パート
4月12日総支給120,600
5月18日総支給180,000
6月18日総支給180,000

4.志木三郎
4月総支給280,600（内基本給26万に

３月分昇給差額3万込）
5月総支給263,600（内基本給23万）
6月総支給257,300（内基本給23万）



算定基礎届後
届出先

●順次、標準報酬決定通知書が届く → 社会保険料の案内

決定通知と届出物の
チェック

９月～
賃金締日支給日に合わせて

社会保険料のお知らせ
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２．
変動月以降引き続
く3カ月とも支払
い基礎日数が17日
以上ですか？
(短時間労働者は11日 )

随時改定
固定的賃金の変動で報酬が大幅に変わったとき、次の３つ全てに該当したら月額変更

固定的賃金↑up かつ総支給額↑up
又は
固定的賃金↓downかつ総支給額↓downのとき
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１．
昇給や降給な
どで固定的賃
金に変動があ
りましたか？

３．
変動月から３カ月間
の報酬の平均額と現
在の標準報酬月額に
2等級以上の差があ
りますか？

いいえ いいえ いいえ

月額変更届を提出する必要はありません

は
い

は
い

は
い

月
額
変
更
届
の
提
出

●複数の手当で、昇給したり降給したりが 混在する時は、昇給した手当計と降給した手当計を
差引して、昇給と降給のどちらになるかで、判断します。

●固定的賃金が変動したその報酬を 支払った月（完全月）から３ヶ月分の報酬平均を出します。

固定的…基本給、諸手当
・通勤手当(や定期代)､固定残
業額,歩合率,歩合単価の変更
・現物給与の価額
・手当の新設や廃止も



月額変更届の記入例
●昇給したとき）
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7月改定は、算定と同時届出

Q1：月額変更届（7月・8月・9月改定）と算定では、どちらが優先されますか？
Q2：非固定手当が新設された月から４カ月目に非固定的手当が発生したら？



月額変更届の記入例
●昇給差額が支給されたとき
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●給与計算誤りや従業員からの申請遅れで各種手当を遡って支給した場合は、本来の支給すべき月が起算月と
なる。（年金機構ホームページ/社会保険事務のポイントvol.4より



月額変更届の記入例
標準報酬の下限、上限にあたるとき・・・実質２等級差で改定
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産休／育休終了時報酬月額変更届
休業終了後に、１等級以上の差で改定

●産休後復帰、または育休後復帰して、標準報酬月額に１等級差があった場合

●休業終了の翌日の属する月以後、17日以上の月が1カ月以上あること
（短時間就労者（ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ）は17日以上がなければ15日、

短時間労働者は11日に読み替える）
●育児休業後の場合は、３歳未満の子を養育していること

以上の要件を満たし、本人の申出により

●4カ月目から改定されます。

7月改定は、算定と同時届出

●養育期間標準報酬月額特例の申出

月額変更で社会保険料は低くなりますが、
本人の申出により、 ３歳未満の子を養育
する期間分は、従前の高いままの標準報酬
月額にて年金額が計算されます。
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賞与支払届
年３回以下の賞与が対象

通貨
で実
際の
支給
額

現物支給賞与
を通過へ換算

●同月内に２回以上支払われたら
その賞与額を合算し、次の最後の支
給日を「賞与支払年月日」とする。

●二以上勤務

●｢支払予定月｣に支払われなかったら

非選択事業所で支給されたら、
選択事業所管轄先へ届け出る。

｢賞与不支給報告書｣を提出する｡

保険料の対象外。ただし、同月内に
取得喪失があり、喪失の前日までに
支払われたら、保険料賦課対象とな
り届出する。

●資格喪失月に支払われたら
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Q：喪失月の喪失日前日までに
支給されたら届出は必要？

●産休・育休中の方
社会保険料の免除申請中でも、届出
は必要。



賞与不支給報告書 ・ その他
年３回以下の賞与が対象

●届出をしなかったら
支払予定月の翌々月に日本年金機構
より事業所宛に提出勧奨のお知らせ
が通知される。

●予定年月が変更になったら

●支払う予定がなくなったら
「支払予定月の変更」欄へ

00 00 00 00と記入して届出ると
次回以降、賞与支払届は送付され
ません。

←記入する
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●その他 高齢任意加入被保険者の届出

●算定・月変・賞与・喪失→→→管轄の年金事務所へ紙提出（「高齢任意被保険者」朱書き）



社会保険総合調査
法律で定められた調査。受託届を出していると事業所・社労士の双方に送られる。

←直近納付分

賃金台帳・出勤簿は直近2年分
・会社案内、法人番号
・雇用保険加入状況
・就業規則賃金規程 も備えを。

31



社会保険総合調査
調査は、郵送、呼び出し、調査官の来社もある

・届出物（算定、月変、取得、喪失、賞与）と現従業員の状況
調査（新たな加入の有無）

・届出もれはないか（月変、賞与など）

●調査の目的

□その事業所の3/4又は1/2ライン（月日数と週時間）
従業員の実態確認：取得当初からの区分変更はないか等

□届出は適正か
□保険料は正しく引かれているか

●提出物の準備と心構え

●調査を受けた後
調査官より電話や書面で結果通知を受ける。
（ない場合もある）
・事業主への報告を行う。

32

翌年も当
たるかも



労働保険年度更新（年度は4～3月）
前年度保険料精算の確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料の申告・納付

●申告書類は５月末に事業所に郵送

●提出

提出
期間 ６月1日～7月10日

提出先

・金融機関
(口座振替や納付額がない場合不可)
・管轄の都道府県労働局･労働基準
監督署
・年金事務所内窓口

提出する
もの

・申告書ほか
（継続事業、海外派遣
二元､一括有期報告等）

提出
方法

●電子申請 ●来庁 ●郵送
受付印希望の場合は、切手を貼付し
た返信封筒を同封する。
（R8電子義務事業所への申告書送付な
しへ）

33

←業種

●確定保険料 算定基礎賃金集計表の作成 → 申告書を作成する
（「〇月分」とは、〇月に締めたもの。締め月で作成する。

二元適用事業所とは・・・その事業の実態により、労災と雇用保険の申告と納付を区別する必要がある為、
別個：二元的に扱う事業。一般に､農林漁業･建設業等があたる。



労働保険料の納付
労働保険料・一般拠出金の納付

●納付書で納付する場合 ●通常の納期限内に金融機関で納付する。

●一般拠出金とは･･･石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づき、
石綿(アスベスト)健康被害者の救済の一部にあてるため、全ての 労災保険適用事
業主に、一般拠出金を負担して頂くもの。

●料率･･･業種を問わず、一律 0.02／1,000

●口座振替は納付時期が遅い。
●厚労省HPより用紙を入手し、金融機関へ届出る。

●電子納付する場合 ●電子申請で申告後､e-Govで行える。

令
和
７
年
度

口座振替不可の場合
●前年度に事業廃止と
なった事業場の納付。
追加納付が発生したら
納付書で納付する。
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労働保険事務組合も口振同様の引き落とし日

令和7年2月25日



労働保険対象者について
基本的な考え方

●役員は、原則として労働保険の対象にはならない。
（代表権者外は実態に基づく。雇用保険でいう兼務役員は有）

〇被保険者の取得喪失-ハローワーク

35

→中小企業の事業主、役員は、従業員
と同様に働くケース多

↓
厚労省認可団体の労働保険事務組合へ。
特別加入制度の利用を！



労働保険対象者について
基本的な考え方

36



労働保険対象賃金の範囲
労働の対象として支払うすべてのもの

37

賃 金 と す る も の
基本賃金 時間給,日給,月給の賃金

賞与 一時金,もち代含む

通勤手当 課税非課税問わない

定期 現物給与

割増手当 残業手当,深夜割増等

家族手当等 本人以外の者について払う

技能手当等 諸手当

休業手当 労働基準法26条に基づく

宿日直手当 宿直･日直手当
社会保険料等 労働者分を事業主が負担の場合

昇給差額 退職後支払でも在職分は含む

前払退職金 支給基準･額が明確な場合
社会保険適用
促進手当

短時間労働者へ保険料負担軽減の
ため支給する手当

その他 労働協約,就業規則,労働契約,労使
協定で予め支給条件が明確な手当

賃 金 と し な い も の
役員報酬 取締役等に支払う報酬

結婚祝金
死亡弔慰金
見舞金,勤続
報奨
退職金

労働協約、就業規則等の定めの
有無を問わない

出張旅費 実費弁償と考えられるもの

工具手当等 労働者が自己負担した用具代

休業補償費 労働基準法76条に基づく｡法定
60％を上回った差額も含む

傷病手当金 健康保険法99条による

解雇予告手当 労働基準法20条による

財産形成用
奨励金等

貯蓄を援助する支給（持株奨励金
等）

会社負担生
保掛け金

労働者被保険者とした生保料等
を会社が全額負担するもの

持家奨励金 持家取得の支援金

利益手当 住宅貸与されない者への均衡手当等



労災保険料率とメリット制
労災保険料率は、事業の種類ごとに災害率等に応じて定められている

38

●メリット制
同じ事業の種類でも、災害率には個々の事業所で差がある。保険料負担の公平をはかる

為、定められた料率を一定の範囲で引上げ、または引き下げる制度。
通常の増減幅は40％(立木伐採は35％)。事業と要件により､45％の特例有。

●メリットの条件･･･ ①~③のいずれかを満たすこと
①常時使用労働者数が100人以上
②常時使用労働者数が20人以上100人未満の事業場で、災害度係数が0.4以上。

（各保険年度の労働者数×（基準の労災保険料率－非業務災害率(6/1000)）≧0.4）
③一括有期事業の建設及び立木伐採事業は､確定保険料額が40万円以上

倉庫業：6.5/1000



算定基礎賃金集計表の作成
年度（4/1~3/31）に全ての労働者に支払った(支払義務の生じた)賃金総額を記入

39



算定基礎賃金集計表の作成
右側は、雇用保険加入者に支払った賃金総額を記入

40

雇用保険
加入者



労働保険申告書の作成

保険料率は、
申告書に印字さ
れたものを使用
する。

一般拠出金は、
0.02/1000

確定賃金と
概算賃金は、

原則 同額

41

常時使用労働者数と
雇用保険被保険者数
月平均。
端数切捨。
ただし端数切捨て、
0人になる時は1人。

延納
概算保険料が40万
以上（片保険は20
万以上）のとき、
３回に分割納付で
きる。
※事務組合の場合
は金額にかかわら
ず分納できる。 ･法人番号の記入

･個人事業所は全てゼロ
記入

申告済納付額より確定保険料額が上回ったら、不足額は第1期に納付する。

労

雇

拠出
金



納付書の作成
作成した申告書から、下部の領収済通知書（納付書）へ転記する。

名称・所在地変更の
場合、訂正しないで、
納付した後に変更届
を提出

42

今期労働保険料 一般拠出金 今期納付額

納付書は、
内訳・金額の訂正は
できません。
書き損じたら、同一都道
府県の新しい納付書を使
用のこと。（用紙は労働
局・労働基準監督署）



確定保険料が、申告済概算保険料を下回ったとき
余り（充当額）を充当する。

43

充当意思は、３択

1.労働保険料のみに充当
2.一般拠出金のみに充当
3.労働保険料及び一

般拠出金に充当

充当しきれなかったら、
還付金請求書を提出



還付が出る場合
充当後に還付額が生じる場合、事業廃止で還付が生じる場合

44

正確に。
ネット銀
行の一部
には振込
ができな
い場合有。

郵便局の
場合（指
定できな
い郵便局
有）

口座の
種別・番号

ゆうちょ
銀行は、5
桁の「記
号」,8桁の
「番号」

更新は「1」,
事業終了は「2」

申告書と同時または別に

還付金請求書を提出する。



労災・雇用保険料額が同額のとき
労働者が全員 雇用保険 被保険者である場合

●「労働保険料」欄にのみ記入する。
「労災保険分」「雇用保険分」→記入しない。

確定保険料、概算保険料ともに同じ書き方

１円未満の端数は切り捨てる。

45



確定保険料がゼロだが、労働保険を継続するとき
見込の概算保険料をたてる。

概算保険料は、ゼロで
は継続できない。
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事業を廃止したとき
確定精算する。

概算保険料欄は
記入しない。

㉔欄 事業廃止等理由
に〇印をつける。
１）廃止 ２）委託
３）個別 ４）労働者なし
５）その他

還付額が出たら
還付金請求書を提出
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年更練習 継続事業R８度 今期納付額はいくらか
小売業、労災算定基礎額60,000千円、雇用算定基礎額50,000千円、申告済概算900,000円

R7度と同じくR8.4.1～も
労災保険料率：□/1000
雇用保険料率：14.5/1000
のとき

48



●下記要件を満たす事業が、その年に申告する対象です。

一括有期事業の申告の対象
建設業の場合

49

●保険料算定は①賃金算定（賃金×保険料率）…賃金は協力業者従業員全て｡賞与込
②請負額算定（請負額×労務費率×保険料率）



一括有期事業の保険料算定のしかたと申告
建設業・請負額算定（請負額×労務費率×保険料率）の場合

①一括有期事業報告書（建設の事業）の作成
●事業の種類と開始期間に分けて請負額を記入する。

②一括有期事業総括表のを作成し、保険料を算出する。
●①の請負額×「労務費率」＝ 賃金総額
賃金総額 × 保険料率 ＝ 保険料

③申告書の作成
50



一括有期事業の申告 資料
労務比率と労災保険料率，事業の種類の番号

労務費率は「％」
一桁間違えると大変！

51

●労災保険料
＝請負額×労務費率×保険料率

●事業の種類は
細目表で確認する

（参考：労災保険適用事業
細目の解説/労働新聞社）



一括有期事業報告書の作成
当該年度中に終了した元請工事がない場合は、提出は不要（元請ナシ、請負額“0”の記載を控えておくことも）

●労災事故が起きた場合の工事があるか確認！

52

大
切



一括有期事業報告書の作成（続紙）
２枚目以降は「別紙」使用

●業種番号（例：建築事業35）ごとに小計を出し、
整理しておくとわかりやすい

35小計 xxxxx xxxxx yy zzzzz
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一括有期事業総括表

54

当該年度中に終了した
元請工事がない場合は、
提出は不要

業種 事業の種類 開始 請負金額 費率 賃金総額 料率 保険料額



一括有期事業申告書の作成
概算保険料が20万円以上（片保険）の場合は3回分割納付できる
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電子申請
「アクセスコード」

④常用使用労働者数

⑭概算
保険料額

⑫算定基礎額の見込額

⑰納付回数

⑳差引額



雇用保険 労働保険料申告書の作成
藤色の用紙

労災・一般拠出金欄は
記入しない。

対象外の欄は、“0”も
記入しない。
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労働保険事務組合の年度更新
算定基礎賃金等の報告を作成、提出する。一括有期も事業報告･総括表は同じ。

商工会等団体、SRなど
の労働保険事務組合

事務組合の特長の1つ↑
特別加入制度
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労働保険その他
調査など

●算定基礎調査
年度更新の届出に関する調査

●労働基準法・安全衛生法にかかる調査
□労基24条 賃金控除協定
□労基32､40条 時間外労働、延長時間、特別条項付協定範囲
□労基35条 休日労働協定、休日労働日数
□労基36条 時間外労働及び休日労働の合計が2~6ヶ月の平均で80時間超

1ヶ月の時間外労働及び休日労働の合計100時間以上か
□労基37条 割増賃金
□安衛66条 健康診断結果に対する医師の所見

安衛則51

●労災に関わる調査
その他

これらは、ほんの一部です。
法改正された事項の定着度合を聞かれる
こともあります。
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労働保険その他
働き方改革関連法施行後の状況

●実態を点検し改善へ
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労務管理と安全衛生

60

密接な関係
●重大な業務災害からリスクアセスメント

●残業過多等…労働時間の適正把握措置

●健康診断・ストレスチェックから

●ハラスメント相談から

●情報セキュリティ

●労働基準法改正の方向

＜安全衛生活動を有効に＞

安全衛生方針の表明から
・教育 ・規程整備
・安全衛生・時間管理活動

など

ご清聴ありがとうございました
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